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3333----2222 　　　　「「「「民民民民間間間間セセセセククククタタタターーーー」」」」ににににおおおおけけけけるるるる援援援援助助助助人人人人材材材材のののの採採採採用用用用及及及及びびびび養養養養成成成成状状状状況況況況
次にアンケートから、「民間セクター」における援助人材の採用状況、人材養成へ

の取り組み状況を明らかにするとともに、これらセクターが人材養成上 JICAへ期待
している内容を明らかにしていきたい。
なお、本質問項目については、NGOからの回答を得ることができなかったため、

コンサルタント、シンクタンク及び公益法人からなる「民間企業」と大学における状
況のみ明らかにすることとする。

3333----2222----1111　　　　「「「「民民民民間間間間企企企企業業業業」」」」ににににおおおおけけけけるるるる援援援援助助助助人人人人材材材材のののの採採採採用用用用及及及及びびびび養養養養成成成成状状状状況況況況
援助人材の採用状況及び養成状況に関する質問には、コンサルタント 65社、シン

クタンク 4社、公益法人 2団体の計 71社の「民間企業」から回答があった。
しかしながら、回答数に限りがあり、また、今回のアンケートが平成 12年度だけ

を対象としていることから、「民間企業」における採用状況や養成の現状をアンケー
トだけから正確に把握することは困難であるといえる。
そのため、132名の経歴分析やコンサルタントからのインタビューなどから得られ

た情報を参考にし、補足した上で以下のとおりとまとめている。

（１）採用基準及び採用状況
「民間企業」が、平成 12年度の人材採用に当って如何なる基準あるいは条件を設
けたかについて、見てみたい。
アンケート調査の結果によると、採用基準を設けていると回答した 35社の中では、
「専門的知識（含・資格）／専門的経験」と「語学力／コミュニケーション能力」を
採用基準としているとした企業がともに 11社（31.4％）で最も多く、次に「海外経
験（含む、途上国・国際機関）」と「学歴（修士・博士・留学）」が 6社（17.1％）
と続いている。

　また、平成 12年度の採用総数は 300人で、その内訳は、新卒採用 192人12、中途
採用は 108人13となっている。これら新卒者、中途採用者のうち海外経験のある者は、
それぞれ 12人、70人であった。中途採用者に比べて、新卒者に海外経験の少ないの
は当然といえるが、中途採用者を即戦力となり得る人材として採用している傾向が伺
われる。
　語学力についても同様の傾向がある。即ち、新卒者については、語学レベル14Aが
11.4％、Bが 32.6％、Cが 50.0％、Dが 6.1％の割合となっている。一方で、中途
採用者についてみると、その割合はそれぞれ、57.1％、30.6％、5％、7.1％となって
いる。レベル Aと Bで見てみると、新卒者の割合は 44.0％であるのに対して、中途
採用者は 87.7％となっている。

                                                  
12うち新型援助人材の対象 10分野にインフラ分野を加えた計 11分野の採用数は 132人、残り 60人
は「その他の分野」となっている。
13 11分野の採用数は 99人、残り 9人は「その他の分野」となっている・
14よくできる=A、かなりできる=B、少しできる=C、できない=Dとして、アンケートを行っている。
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次に新卒者と中途採用者の専門分野を見てみると、次のとおりとなっている。
新卒者の場合は、環境保全分野が最も多く 47人（24％）、次いでインフラ分野が

32人（17％）、情報処理分野が 20人（10％）となっている。これに対して、中途採
用者の場合は、最も多い分野は、環境保全分野の 20人（19％）、次いで貧困対策・
村落開発分野の 13人（12％）、工業開発分野の 11人（10％）となっている。

表 3-7：　「民間企業」における分野別新卒者、中途採用者の割合
新卒者 中途採用者 総合

分野 人数 ％ 人数 ％ 人数 %
①開発計画・開発行政 10 5% 3 3% 13 4%
②地域総合開発 13 7% 9 8% 22 7%
③市場経済化 5 3% 9 8% 14 5%
④ガバナンス 0 0% 4 4% 4 1%
⑤工業開発 0 0% 11 10% 11 4%
⑥環境保全 47 24% 20 19% 67 22%
⑦情報処理 20 10% 6 6% 26 9%
⑧保健・医療・人口 0 0% 9 8% 9 3%
⑨教育 1 1% 6 6% 7 2%
⑩貧困対策・村落開発 4 2% 13 12% 17 6%
⑪インフラ 32 17% 9 8% 41 14%
その他 60 31% 9 8% 69 23%

合計 192 100% 108 100% 300 100%

　学歴について、新卒者と中途採用者を見てみると、新卒者の場合、採用総数 132人
のうち学士 56人（42.4％）、修士 74人（56.1％）、博士 2人（1.5％）となってい
る。これに対して、中途採用者の場合、採用総数 94人のうち学士 47人（50.0％）、
修士 44人（46.8％）、博士 3人（3.2％）となっている。新卒者、中途採用者のいず
れも 2人に 1人は修士修了者を採用していることが分かる。
　なお、これを分野別に見てみると、新卒者の場合、修士以上の資格を持っている者
は、インフラ分野が 25人（うち 1人は博士）で最も多く、次いで環境保全分野の 24
人、情報処理分野の 11人、地域総合開発分野の 8人となっている。また、中途採用
者の中で修士以上の資格保持者は、環境保全分野が 11人（うち 1人は博士）、貧困
対策・村落開発分野が 8人、教育分野が 6人となっている。

　
（２）養成状況
今回のアンケート調査によると、何らかの養成を行っているとの回答があった企業
は 53社あり、それぞれの養成方法は次の表のとおりとなっている。
養成方法として最も多かったのは、関係省庁や FASID等が主催する社外研修への
参加や ECFA等の団体への出向などからなる社外研修・出向・学会への参加で、
66％に当たる 35社がかかる方法で養成を行っている。次いで社内研修の 25社、資
格試験の奨励の 22社等と続いている。
　社外研修・出向・学会への参加が養成方法として最も多い理由としては、自社では
専門の講師の確保や準備が容易でないなどの理由により、外部の養成機会を活用して
いることが考えられる。
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　　　　　　　表 3-8：　「民間企業」における養成状況
養成制度内容 回答数（%）

社外研修・出向・学会 35(66%)
社内研修 25(47%)

資格試験の奨励 22(42%)
海外研修・海外留学 20(38%)

通信教育 13(25%)
語学試験の奨励 12(23%)

OJT 10(19%)
リフレッシュ休暇の奨励 7(13%)
自己研究・自己啓発の奨励 4(8%)

（３）「民間企業」が人材養成上 JICAに期待していること
アンケート結果によると、JICAに人材養成上何らかの期待をしていると答えた企
業は 51社あった。
最も大きかった要望としては、養成研修の充実、財政的支援などを含んだ研修への
支援であり、50社のうち 40％に当たる 20社が回答している。
次に多かったのは、若手人材の養成・登用機会の提供で、20％に当たる 10社から
要望が挙がっている。これは、若手の養成には時間とカネがかかるため、若手に実践
経験と研修をこれまで以上に提供して欲しいとの要望である。
他に、援助関連の情報提供を要望している。これは、CDFや PRSP等の知識や新

たな手法等について、研修ではなく、何らかの情報提供をして欲しいとの要望である。
その他、直接人材養成とは関係ないように思われるかもしれないが、契約方式の改
善についての要望が 7社からあった。これは契約内容に若手人材の教育訓練の余地を
与えてほしいとの要望を意味する。
さらに、コンサルタントの適正な評価を要望した企業が 6社あった。コンサルタン

トに対する評価を適正に実施することは、国際的に通用する援助人材の養成には極め
て効果のある方法であると、コンサルタント自らが認識していることの表れであると
いえる。

表 3-9：　「民間企業」が人材養成上 JICAに期待していること
「民間企業」が人材養成上 JICAに期待していること 回答数（%）

養成研修の充実化、研修経費への補助 20（40％）
若手人材の養成・登用機会の拡大 10（20％）

情報提供 8 (16%)
契約方式の改善 7 (14%)

コンサルタントの適正な評価 6 (12%)
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3333----2222----2222　　　　大大大大学学学学ににににおおおおけけけけるるるる養養養養成成成成状状状状況況況況
（１）養成状況
大学は新型援助人材の供給源であると同時に、将来の人材の養成機関でもある。
従って、大学側は、将来の援助動向、援助ニーズがどうなっていくか、それによっ
て学生を如何に指導・教育していくか、強い関心をもっている。一方、援助人材を求
める援助機関やコンサルタント側も、大学が如何に援助人材の卵を育てるか、同様に
関心がある。
　今回のアンケートの質問は、学生をどのような人間像に育てあげようとしているか
15、という内容であった。本質問に対しては、16の大学から回答があったが、キーワ
ードで示すと、「総合性」、「実践力・応用力」が共に 5校で最も多かった。次いで、
「専門的知識」、「国際協力への貢献」、「政策担当者の育成」が挙げられた。
　総合的にいうと、「世界的な視野の中で、国際協力、国際開発あるいは国際関係の
面で理論的かつ実践的な人材の養成を目指している」といえる。

　　　
　　　　　学生の教育・指導に当って、どんな問題を抱えているかという問いに対しては、回

答した大学９校の中で 7校（77.8％）が実践の場の欠如を挙げている。他には、就職
機会が限られていると 2校が回答している。他には、低学力・低語学力を嘆く声が 3
校から寄せられた。
（２）大学が人材養成上 JICAに期待していること
　人材養成上の JICAへの要望として最も多かったのは、インターンシップ機会の拡
大とインターンシップへの財政的支援の拡大で、本質問について回答のあった大学 20
校のうち５校からかかる要望が出されている。これは、現在、大学院生を対象に
JICA本部、国内機関、在外事務所において実施しているインターンシップに関して、
その受入人数の拡大（平成 12年度では 23名受入れ）とインターン自身の財政的負担
額の軽減を要望するものである。
次に大学と JICAの共同事業の拡大を要望するとの回答が４校からあった。これは

プロジェクトの発掘段階からの大学の参画を要望するものである。
また、JICA専門家等の現場経験者を大学へ講師として派遣することを要望すると
の回答が３校からあった他に、JICAプロジェクト等に関する情報の提供や日本人学
生に対する奨学金の充実、修士学生の専門家等としての登用に関する要望がそれぞれ
２校と続いている。
その他、中・高生に対する開発教育の充実や JICAの研修の一貫として大学の講義
に JICA専門家等を参加させ、大学関係者との交流の促進化も図って欲しいとのコメ
ントがあった。

                                                  
15教官は、養成対象とは考えていないと仮定したため、学生に絞った形でアンケートを行った経緯が
ある。
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表 3-10：　大学が人材養成上 JICAに期待していること
大学が人材養成上 JICAに期待していること 回答数（%）
インターンシップ機会と財政的支援の拡大 ５（25％）

大学と JICAとの共同事業の拡大 ４（20％）
JICA専門家等の大学への講師派遣 ３（15％）

JICAプロジェクト等に係る情報提供 ２（10％）
日本人学生に対する奨学金の充実 ２ (10%)
修士学生の専門家等としての登用 ２ (10%)

開発教育の充実 1 ( 5%)
JICA研修における大学講義の活用 1 ( 5%)

＜＜＜＜参参参参考考考考－－－－4444＞＞＞＞　　　　欧欧欧欧米米米米のののの学学学学生生生生へへへへのののの実実実実務務務務経経経経験験験験機機機機会会会会のののの提提提提供供供供のののの事事事事例例例例

①　英国の例：（APOS制度～The Associate Professional Officers Scheme）
自国の大学卒業者（英国籍に限定）に対し、修士学位取得のための 1年間勉学および 1年程
度の海外援助プロジェクトにおける実務経験の機会を与え、必要経費の一部を補助する制度。
終了後返済の義務はないが、最低 1回専門家として長期派遣（2～3年）を義務付けている。
　②　米国の例：

USAIDは、開発関係大学院生にフィールドワーク機会の便宜を多く提供しており、制度化は
されていないが一般化している。なお、大学によっては同フィールドワークのレポート提出に
より単位認定する場合もある。
③　ドイツの例：
　ドイツ経済協力省が、大学在学生に対して約 3ヶ月、GTZの海外プロジェクト・サイトでの
実務経験の機会を提供している（91年の参加者 183名）

（参照：外務省経済協力局『わが国における開発・援助人材育成に関する調査報告書』平成 5
年 7月）

＜＜＜＜参参参参考考考考－－－－5555＞＞＞＞　　　　技技技技術術術術協協協協力力力力専専専専門門門門家家家家のののの資資資資格格格格要要要要件件件件とととと人人人人材材材材養養養養成成成成研研研研修修修修項項項項目目目目（（（（ドドドドイイイイツツツツのののの例例例例））））

　ドイツの援助機関 GTZは、技術協力専門家の選考に当って設けている資格要件は、大きく分
けて「専門的技術・知識要件」と「人格・適正要件」のふたつである。
　「専門的技術・知識要件」とは、①専門的技術のノウハウ、②途上国での関連分野に関する
知識、③異文化間のコミュニケーション技術、④諸問題の解決能力である。
　また、「人格・適正要件」として、①国際的なチームで働く能力、②説得力、③耐久力・持
久力、④苦難・困難な仕事をやり抜く能力、⑤積極性、⑥適応性が求められている。
　
　GTZは、プロジェクト・マネージャーの養成に当り、単に狭い専門にとどまらず、広くプロ
ジェクトを統括し運営しうる能力養成の必要を重視し、次の点を研修項目に採り入れている。

・多様に展開する状況に適応できるよう専門性を深める。
・専門性の幅を広げる。
・語学力を高める。
・ PCM、ZOPP等の手法を修得する。
・コンピューター、ワープロの操作ができる。

（出典：社団法人国際農林業協力協会（農林水産省委託）『海外農林水産業－協力人材養成体
制のあり方に関する調査』1996年 3月）
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3333----3333　　　　JJJJIIIICCCCAAAA ににににおおおおけけけけるるるる援援援援助助助助人人人人材材材材のののの確確確確保保保保とととと養養養養成成成成ののののあああありりりり方方方方とととと提提提提言言言言
前節で明らかにした「民間セクター」の援助人材の供給能力の現状、同セクターに
おける援助人材の採用及び養成状況を踏まえ、次に JICAにおける援助人材の確保の
あり方と養成のあり方について検討していきたい。

3333----3333----1111 JJJJIIIICCCCAAAA ににににおおおおけけけけるるるる援援援援助助助助人人人人材材材材のののの確確確確保保保保ののののあああありりりり方方方方
ここでは、援助人材の内、専門家16に限定した形でその確保のあり方について検討
していくこととする。

（１）援助人材確保の現状
これまで専門家等の援助人材については、省庁や地方自治体、特殊法人などの公的
セクターが主な人材供給源となっていた。そのため、専門家については、主に JICA
が関係省庁へ候補者の推薦を依頼する形式（以下、「推薦依頼方式」）で確保がなさ
れてきた。
一方で、途上国のニーズの多様化、高度化に対応するために、広く人材を求め、平
成９年度から専門家公募を実施し、年々その拡大に努めてきた。
　また、一定の専門性及び語学力を有する人材を事前に登録し、登録者の専門性等に
適合した案件が要請された場合に、選考を経て専門家として派遣する専門家登録制度
についても、その強化に努めている。
このように、JICAでは、専門家公募及び専門家登録制度を通じて広く一般国民から
の援助人材の確保にも努めてきており、その結果、平成 12年度においては、全派遣
専門家の１割弱がこれら制度により確保されている17。
なお、平成 12年度において、省庁への推薦依頼方式で確保されている専門家は、
全派遣専門家の５割弱（内４割は、「「民間セクター」」からの人材が推薦されてい
る）、プロジェクト方式技術協力のアドバイザリーグループである国内委員会への推
薦依頼方式で確保されている専門家は、３割強となっている。

（２）援助人材確保の方向性
「民間セクター」からの専門家登用の機会を拡大し、「民間セクター」の活性化を
図るとともに、成果管理を通じた一層の援助の質の向上を目指して、平成 14年度よ
り「民間セクター」からの専門家は、原則として技術費18ベースによるプロポーザル
方式で確保する方向で検討が進んでいる。

このように「民間セクター」からの専門家を全て技術費ベースによるプロポーザル
方式とした場合、経費が増大するというマイナスの要素もあるが、競争性を確保した

                                                  
16専門家には、個別派遣専門家、プロジェクト方式技術協力専門家に加え企画調査員も含めることとす
る。
17平成１２年度における専門家公募、専門家登録制度を通じたリクルート実績は、298件（全体の
8.1％）で、その内訳は、専門家公募 81件、専門家登録制度 217件となっている。
18技術費は、主に直接人件費、諸経費及び技術経費から構成される。技術費による専門家の場合、JICA
は、専門家の所属先との間に契約を結ぶことになり、所属先は、専門家の業務に対して責任を負うこ
とになる。現状の所属先補填制度は、民間に対して十分なインセンティブを与えるものではないため、
民間の潜在的な活力や創意を十分に引き出せないとの問題点を抱えている他、同補填制度が専門家個
人との契約関係によっているため所属先の組織的なバックアップを得にくいとの問題点がある。これ
らの問題点を解決する観点からも技術費による専門家の本格導入が検討されている。
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形で最適な人材を確保できること、当該専門家の成果を管理できること、組織の持つ
ノウハウを最大限活用することができること、などのプラスの効果が出てくるといえ
る。

（３）援助人材確保のあり方と提言
平成 12年度を見てみると、全派遣専門家の約３割が、省庁や地方自治体、特殊法
人などの公的セクターの出身者となっている。今後も案件によっては、「民間セクタ
ー」ばかりでなく、公的セクター19からの専門家の確保が望ましい場合があるといえ
る。
次にどのような手順により、公的セクター、「民間セクター」から専門家の確保を
行うべきかについて検討してみたい。

専門家案件について、公的セクターでの対応の方が望ましいものについては、まず
20公的セクターからの確保を検討していくべきである。では、いかなる案件がかかる
案件に該当するかと言うと、従来公的セクターが一元的に担当してきたために「「民
間セクター」」に人材が育っていない案件やわが国の政策との関連性がある案件など
については、これに該当するといえる。
この場合の具体的な確保の方法としては、関係省庁や地方自治体、関連特殊法人に
対する推薦依頼方式が想定される。
なお、公的セクターから専門家を派遣する場合であっても、「民間セクター」から
の専門家と同様に、成果の達成を義務付けるべきであろう。かかる対応を取ることに
より、公的セクターから確保する専門家の質を維持し、向上させていくことが可能と
なるといえる。

次に公的セクターからの確保が必要となる特段の事情がない派遣計画については、
原則としてプロポーザル方式を通じて「民間セクター」からの確保を図っていくこと
になる。
その際、前節で明らかになった「民間セクター」からの人材提供の制約要因を緩和ま
たは解消していく方策を検討していく必要があるといえる。
コンサルタント、シンクタンク、公益法人からなる「民間企業」においては、専門家
の報酬面を除けば、新型業務を行う専門家の新たな需要に即座に応えられるだけの人材
の余力がないことが主な制約要因となっている。
そのため、例えば、「民間企業」での若手人材の採用、育成を奨励するよう、競争参
加資格要件において若手人材が参入しやすくなるように同要件を緩和することが考えら
れる。
さらに、JICAから中期的な援助人材の確保の見通しを提示していくことも「民間企
業」における人材の新規採用、育成の奨励に繋がると思われる。その結果、3-1-5で

                                                  
19現状では、多くの独立行政法人職員が国家公務員の身分を有していることから、独立行政法人からの
専門家の確保は、当面の間、省庁推薦方式とするが、将来的にはプロポーザル方式とする方向で検討
することが望ましい。
20国家公務員が専門家へ登用される場合、派遣期間が短期間の場合は出張扱い、長期間の場合は国家
公務員派遣法に基づいて参加することとなる。そのため、JICAは、これら専門家に対しては、日当・
宿泊費又は在勤基本手当、住宅手当等の現地における活動経費のみを支給することとなる。なお、地
方公務員、特殊法人から専門家を登用する場合には、これら活動経費に加えて、所属先補填がこれら
機関に支払われる。
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言及した新型援助人材の卵が「民間企業」を中心とする「民間セクター」へスムーズに
流れていくという効果が期待できる。
その他、所属先を持たない若手人材や所属先を有してはいるが将来退職して専門家と
して派遣されることを希望する若手人材が専門家等の競争入札に参加しやすくなるよう
な環境作りも行っていく必要があるといえる21。

大学については、派遣時期の調整が困難であること、専門分野によって専門家等での
派遣経験が大学での評価に繋がらないこと、教官が派遣された場合の人的・財政的な補
充がないことが主な制約要因となっている。
そのため、例えば、JICA側で行えることとしては、大学の春休み、夏休み等の長期
休暇期間に専門家派遣が行えるようなタイミングで案件の公示を行うことなどが考えら
れる。
その他、国立大学については、文部科学省との調整が必要であるが、教官の専門家派
遣について大学側がインセンティブを持てるよう、例えば、専門家派遣の実績に応じて
何らかの補助金を出すことや、文部科学省の在外研究員制度22や日本学術振興会の海外
特別研究員制度枠23を優先的に提供していくこと等の方策が考えられる。
現行の JICAにおけるコンサルタント登録制度には、法人コンサルタント登録制度と
個人コンサルタント制度がある。前者の登録の要件として、法人登記がなされているこ
と、財務状況が良好なこと、所定の能力を有する専任の技術者を有していること、約款
上に調査業務又はコンサルタント業務が明記されていることが挙げられるが、大学から
の人材登用を促進するためには、大学側の研究体制の問題があるものの、JICAの個人
コンサルタント登録制度の活用等を検討していく必要があると思われる。

                                                  
21企業に所属しない個人が競争に参加するための制度である個人コンサルタント登録制度については、
「大卒 13年以上（高卒 26年以上）の実務経験」、「民間企業、公益法人等に雇用されていない者」
と登録資格が設定されているが、これらを見直し、緩和する方向で検討を進める必要があるといえる。
22文部科学省の実施する制度で、国立大学等の教授等を対象に、外国の大学、研究所及びこれらに準ず
る公共的な教育施設又は学術研究施設等において、その専攻する学問分野等について調査研究を行う
ことができるもの。派遣期間が６ヶ月以上、24ヶ月以内で、50歳以下を対象とした長期在外研究員や、
派遣期間が 6ヶ月未満で、55歳以下を対象とした短期在外研究員枠等がある。
23 34歳未満の若手大学教官を対象とした日本学術振興会（文部科学省管轄の特殊法人）の実施する制
度で、最長２年間で海外の大学院、研究機関等で研究や修学を行うことができる制度
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3333----3333----2222　　　　JJJJIIIICCCCAAAA ににににおおおおけけけけるるるる援援援援助助助助人人人人材材材材のののの養養養養成成成成22224444ののののあああありりりり方方方方
次にわが国の援助人材の質的向上を図るための JICAにおける養成のあり方について
検討してみたい。
まず、現行の養成の制度を明らかにした上で、今後、公的セクター、「民間セクタ
ー」の援助人材に対して JICAがどのような養成の機会を提供すべきかについて検討し
てみたい。

（１）JICAにおける養成制度の概要
JICAでは、相手国のニーズにあった専門家として必要な能力を持つ専門家の養成
を図ることを目的として、現行、次のような養成制度を有している。

①ジュニア専門員制度
国際経験のある若い人材（青年海外協力隊経験者、JPO、NGO経験者など）を対
象に、国際協力に関する実務と知識の向上を図ることを目的に実施している。本制度
では、原則として、１年間の国内実務研修と２年間の専門家、企画調査員等での海外
派遣を行っており、実務面を中心とした養成内容となっている。なお、平成 12年度
では、21名に新規委嘱を行った。

②海外長期研修
民間及び省庁の人材、青年海外協力隊経験者、JICA職員などを対象に、実務及び
理論の両面をバランスよく兼ねそなえた援助人材を養成することを目的に実施してい
る。
　具体的には、先進国や開発途上国の教育機関、研究機関、国際機関などで研修を実
施しており、平成 12年度には 31名が本研修を受けている。その内訳は、青年海外
協力隊経験者を含む民間等が 16名、JICA職員が 8名、省庁関係者が 7名となってい
る。
　研修分野は、開発途上国における農業農村開発、地域開発、環境保全、公衆衛生、
初等教育などで、研修先は欧米の大学院や研究機関、タイ、フィリピンの国際機関事
務所などとなっている。
研修修了者は、帰国後、開発途上国に派遣する技術協力専門家や調査団員などとし
て、JICAの行う事業に積極的に参画することとしている。

③国内長期研修
研修対象者及び目的ともに海外長期研修と同様であるが、海外長期研修が海外の大
学院や研究機関で実施しているのに対して、本研修は、国内の大学院や研究機関で実
施している。
国内研修は海外留学に比べ渡航費が不要であることから、より多くの人材養成が可
能であり、また、研修成果が研修機関に蓄積されることから、これら機関のレベルア
ップと能力向上にも裨益する。さらには、国内の人的ネットワーク拡大に役立つもの
として期待される。

                                                  
24ここでは、短期的な研修等の機会を「養成」と呼ぶ。一方、研修に加え、実践経験の場を提供する
ことで中長期的に能力の向上を図ることを「育成」と呼ぶこととする。
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平成 12年度には 9名が本研修を受けており、その内訳は、省庁が 5名、民間等が
2名、JICA職員が 2名となっている。なお、研修分野は、途上国に対する援助政策、
開発経済などとなっている。

④専門家育成個人研修
青年海外協力隊員経験者等で開発途上国での現場活動経験があり、比較的技術レベ
ルの高い人材を対象に、技術協力専門家となりうる即戦力の人材を養成することを目
的として実施している。具体的には、半年から 1年程度の期間、個別プログラムによ
り国内外で関連分野の実務、技術の研鑽を行うこととなる。
平成 12年度は、6名が本研修を受けており、研修内容は乾燥地農業、障害者の社
会参加、途上国の排水利用技術などとなっている。

⑤技術協力専門家養成研修
近い将来、専門家としての派遣が予定される者を対象に、専門家に求められる知識
や手法や語学力の向上など幅広い能力を身につけさせることを目的に実施している。
基本的に１週間の一般研修、３週間の語学研修に加え、４週間の分野別研修を行っ
ており、分野別研修の後半では約１～２週間の海外実務研修を行っている。
平成 12年度は年 3回、各 8週間の研修を実施し、計 133名が受講した。
なお、平成 13年度の実施予定コースは、次のとおりとなる。

表 3-11：　平成 13年度技術協力専門家養成研修実施コース
第１回

6.18-8.10
第２回

10.1-11.22
第３回

1.15-3.8
農業一般
工業・エネルギー開発
インフラストラクチャー
プライマリヘルスケア
社会・ジェンダー視点からの貧困対策
法整備支援

森林環境
海洋環境保全
技術教育・職業訓練
地球環境・環境アセスメント
人口・リプロダクティブヘルス
社会・ジェンダー調査手法の実践

農村基盤整備
林業
インフラストラクチャー
教育
都市環境・公害対策
環境衛生コース

⑥地方自治体等との連携と人材養成
・地方自治体職員等国際協力実務研修
地方自治体が推進する国際協力を支援するための研修で、1 週間の実務研修と 3
週間の語学研修（選択制）で構成されている。平成 12 年度は国際協力総合研修所
で 3回、大阪国際センターで 1回実施し、計 83人が受講している。
・ NGO－JICA相互研修

NGOと JICAの関係者が各々のプロジェクト運営の方法を互いに学び、連携を
強化することを目的に、平成 12年 7月に実施し、NGO15人、JICA15人が受講し
ている。

⑦インターン制度
開発援助に係る研究を行っており、将来援助事業に携わる人材として期待される大
学院生を対象に、JICA本部、国内機関、在外事務所において実習の機会を提供し、
国際協力に対する理解を深めさせることを目的としている。平成 12年度は、ヴェト
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ナム、ボリヴィア事務所など途上国 8カ国で 10名、東京や広島など国内で 13名、
計 23名のインターンを受け入れている。

⑧専門家向け研修
原則として、派遣期間が１年以上の専門家として派遣が内定した者を対象に、次の
研修を実施している。
・派遣前集合研修
派遣が内定した専門家及びその配偶者を対象とする研修で、専門家の役割、現地
事情、健康管理などを内容とする２週間の一般研修と、３週間の語学研修で構成さ
れている。平成 13年度は、年間７回の開催を予定している。
本研修では特に、異文化理解、プレゼンテーション手法など開発途上地域でのコ
ミュニケーション能力の向上を重視している。
・プロジェクト調整員研修
プロジェクト調整員としての派遣が内定した者を対象とした４日間の研修で、前
述の派遣前集合研修に先立って実施される。平成 13年度は、年間５回の開催を予
定している。
本研修では、プロジェクト技術協力の運営管理に係る実務能力の向上を目的とし
ている。
・計画立案・モニタリング評価研修
プロジェクトリーダー、プロジェクト調整員、政策アドバイザー等 PCM手法を
必要とする専門家を対象とした４日間の研修で、プロジェクト調整員研修に続いて
実施される。PCM初級者を対象とした計画立案コースと、PCM初級修了者を対象
とした評価・モニタリングコースで構成されている。平成 13年度は、年間５回の
開催を予定している。
本研修では、プロジェクトの効果的、効率的な運営管理手法として PCM手法を
修得することを目的とおり、計画立案コースでは、PDM作成とモニタリングの基
本的考え方を修得し、モニタリング評価コースでは、モニタリングの実践と評価演
習に重点を置いている。
・語学又は技術の補完研修
　特殊言語等を必要とする専門家を対象に、個別に国内で語学研修を実施している
他（平成 12年度は 29名受講）、赴任国においても現地語学研修制度を実施して
いる（平成 12年度は 33カ国 165名受講）。
さらに専門技術の補完と向上のために、国内の関係機関で個別技術研修を実施し
ている（平成 12年度は 48名が受講）。

以上の JICAにおける研修について、研修の対象者、研修目的、研修内容をまとめ
ると以下の表のとおりとなる。

表 3-12：　JICAにおける研修概要表
研修名 対象者 研修目的 研修内容

ジュニア専門員 国際経験のある若い人材
（青年海外協力隊経験
者、JPO、NGO経験者な
ど）
→→→→22225555 歳歳歳歳～～～～33335555 歳歳歳歳

国際協力に関する実務と知
識の向上を図ることを目的

１年間の国内実務研修＋２
年間の専門家、企画調査員
等での海外派遣
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海外長期研修 民間及び省庁の人材、青
年海外協力隊経験者、
JICA職員など
→→→→～～～～33335555 歳歳歳歳

実務及び理論の両面をバラ
ンスよく兼ねそなえた援助
人材を養成することを目的

先進国や開発途上国の教育
機関、研究機関、国際機関
などでの研修（最大２年
間）

国内長期研修 民間及び省庁の人材、青
年海外協力隊経験者、
JICA職員など
→→→→～～～～33335555 歳歳歳歳

実務及び理論の両面をバラ
ンスよく兼ねそなえた援助
人材を養成することを目的

国内の大学院や研究機関で
の研修
（最大２年間）

専門家育成個人研
修

青年海外協力隊員経験者
等で開発途上国での現場
活動経験があり、比較的
技術レベルの高い者
→→→→～～～～44442222 歳歳歳歳

技術協力専門家となりうる
即戦力の人材を養成するこ
とを目的

個別プログラムにより国内
外で関連分野の実務、技術
の研鑽を行う（半年から 1
年程度）

技術協力専門家養
成研修

近い将来、専門家として
の派遣が予定される者
→→→→33330000 歳歳歳歳～～～～55550000 歳歳歳歳

専門家に求められる知識や
手法や語学力の向上など幅
広い能力を身につけさせる
ことを目的

１週間の一般研修＋３週間
＋語学研修＋４週間の分野
別研修（農業、工業、環
境、人口エイズ等）

地方自治体職員等
国際協力実務研修

地方自治体国際協力担当
者

地方自治体が推進する国際
協力を支援することを目的

1週間の実務研修＋3週間
の語学研修

NGO－JICA相互研
修

NGO関係者等 NGOと JICAの関係者が
各々のプロジェクト運営の
方法を互いに学び、連携を
強化することを目的

JICA、NGOの各運営方法
の紹介

インターン制度 開発援助に係る研究を行
っており、将来援助事業
に携わる人材として期待
される大学院生

国際協力に対する理解を深
めさせることを目的

JICA本部、国内機関、在
外事務所において実習の機
会を提供

派遣前集合研修 派遣が内定した専門家及
びその配偶者

異文化理解、プレゼンテー
ション手法など開発途上地
域でのコミュニケーション
能力の向上等を目的

２週間の一般研修＋３週間
の語学研修

プロジェクト調整
員研修

プロジェクト調整員とし
ての派遣が内定した者

プロジェクト技術協力の運
営管理の実務能力向上を図
ることを目的

派遣前集合研修に先立って
４日間実施

計画・立案/評価・
モニタリング研修

プロジェクトリーダー、
プロジェクト調整員、政
策アドバイザー等 PCM手
法を必要とする専門家

プロジェクトの効果的、効
率的な運営管理手法として
PCM手法を修得することを
目的

４日間の研修で、プロジェ
クト調整員研修に続いて実
施。PCM初級者を対象と
した計画立案コースと、
PCM初級修了者を対象と
した評価・モニタリングコ
ースで構成
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語学又は技術の補
完研修

特殊言語、技術等を必要
とする専門家

特殊言語能力、特殊技術等
の向上を目的

国内又は赴任国において個
別に語学研修を実施、
国内の関係機関で個別技術
研修を実施

（２）JICA外の養成制度の概要
開発援助人材の質的、量的な充実を図るために提唱された、「国際開発大学構想」25

を推進する中核機関として、平成 2年 3月、財団法人国際開発高等教育機構
（FASID）が設立され、これまでに開発援助人材への研修事業、国際開発に関する研
究および大学院教育支援の 3事業を推進してきた。
なお、FASIDが行う研修事業の概要は、次のとおりである。

①プロジェクト・サイクル・マネジメント手法(PCM手法)コース
　開発援助関連の政府職員、実務家、研究者等を対象に、PCM手法26の修得を目的に
実施している。研修内容は、計画立案とモニタリング評価に分かれている。
　なお、FASIDでは種々の機関・団体からの個別委託による PCM手法研修も行って
いる。

表 3-13：　平成 13年度 PCM手法コース概要
コース名 コース内容 研修回数 受講料27 参加資格

計画・立案コース 参加型計画立案に係るＰＣＭ手法
の研修

年８回開催
（各回４日間）

11万円

実施監理手法コース ＰＣＭに基づく実施管理手法の研
修

年１回開催
（５日間）

12万円 計画・立案コ
ース（３日間
以上）を修了
していること

モニタリング・評価コ
ース

モニタリング・評価におけるＰＣ
Ｍ手法の研修

年４回開催
(各回 5日間）

12万円 計画・立案コ
ース（３日間
以上）を修了
していること

②開発マネジメントコース
　在外公館へ赴任が予定している政府職員等を主たる対象に、開発援助の理論と政策、
援助の実務の概要を講義・演習・フィールドワークにより学ぶ１カ月間のコース。

                                                  
25平成元年 7月に外務大臣に提出された援助関連高等教育機関のあり方を検討する作業委員会（川野
重任座長）の報告書において、まず第１フェーズでは、内外の研究者の交流、共同研究、海外派遣、
セミナー、研修等ソフト面の事業の実施と欧米の大学との連携、国内大学間ネットワークの構築を進
め、第２フェーズで独立の大学院大学の設立を検討、第３フェーズでは開発途上国に設置される類似
の機関との国際的なネットワークを形成するといった段階的な方法で推進することが指摘された。か
かる検討を経て平成２年３月に、政府・民間双方の協力により国際開発大学構想を推進する中核的機
関として、財団法人国際開発高等教育機構（FASID）が設立された経緯がある。
26開発援助プロジェクトの計画、実施、評価という一連のサイクルを「プロジェクト・デザイン・マト
リックス（PDM）」と呼ばれるプロジェクト概要表を用いて運営管理する手法。同手法はドイツの
GTZ(ドイツ開発公社)で開発された目的志向型プロジェクト立案手法を基に、FASIDがプロジェクト
サイクルの概念を加え改善し、わが国に初めて PCM手法として普及を図っていったものである。
27各コースとも、官公庁の職員、FASID出資企業・賛助会員企業の社員、開発援助に携わる特殊法
人・公益法人の職員、NGOの職員、大学教員・研究者及び国際機関は無料。各回受講者定員２０名。
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　研修カリキュラムは、国際経済環境論、開発戦略論、開発政策論、開発行政論、社
会開発論、マクロ経済マネジメント、日本の援助政策と援助のしくみ、プロジェク
ト・サイクル・マネジメント（PCM）手法、プロジェクト評価手法等の研修に加え、
海外フィールドワーク（援助プロジェクト視察他）となっている。

③国際機関コース
　開発援助関連の国際機関へ派遣される政府職員、JPO等を対象に、国際機関の組織、
運営、マルチの開発援助の仕組み等国際公務員に必要な知識と基礎技術を講義と演習
により修得する実践的な 1週間の研修コース。
研修カリキュラムは、国際機構論、Negotiation Skill、国連の開発行政、元 JPO

によるオープン・フォーラム、その他国連政策と貧困、環境、経済、教育、紛争等に
関する内容のコースとなっている。

④開発と企業セミナー
　主に民間企業に勤務する者を対象に、貿易・投資といった企業活動が開発途上国の
経済・社会的発展に与える影響を「国際開発」の視点から分析・議論する研修。
　研修カリキュラムは、途上国開発と企業・政府・社会セクター、企業の途上国開発
へのインパクト、企業と環境問題、企業と社会セクターの連携、企業を取り巻く諸問
題、企業と政府の新たな関係及び海外研修から構成されている。
　
⑤プロジェクト評価コース
　開発援助関連の政府職員、実務家、研究者等を対象に、PCM手法に基づいた評価
理論の講義及び演習からなるプロジェクト評価手法を学ぶ２週間のコース。実際に行
なわれた技術協力プロジェクトを取り上げ、ケース・スタディを実施する。
研修カリキュラムは、評価サマリーの分析と評価項目の策定、プロジェクト情報の
収集と分析から構成されている。

⑥ＮＧＯ研修コース
　開発途上国において開発協力事業を展開するわが国の NGO関係者を対象に、プロ
ジェクトの質の向上を目指したモニタリング・評価手法及び NGO組織のマネジメン
ト手法を学ぶ３～５日間のワークショップ。

⑦ケース・メソッド・セミナー
　開発援助関連の教育や事例教材作成に携わる大学教員等を対象に、ケース・メソッ
ドを使った参加型教授法とその際必要となるケース（事例教材）の作成手法を学ぶ１
週間の研修コース。
　研修カリキュラムは、事例教材を使用した実践的な教授法とその作成手法及び作成
した事例教材の試用・評価・改善等から構成されている。

⑧エイズ・マネジメント・コース
　政府職員や NGO等を対象に、人口・エイズ分野の援助プロジェクトの企画立案力
及びマネジメント能力向上を目的として、MSH28の協力を得て実施。フィールドワー

                                                  
28米国の NGOで、Management Sciences for Healthの略。
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クやケース・スタディ等実例をふんだんに取り入れ、実践的な講義・演習を行う２週
間のコース。

⑨WBI29/FASID共同セミナー（年 2回）
開発途上国の開発関連の政策立案担当官およびわが国の開発援助実務者・研究者等
を対象に、開発政策および開発援助の効果的・効率的運営能力の向上を図るための研
修。2000年～2003年については基本的に、「環境」および「貧困」の分野からテー
マをとりあげ、リソースパーソンと受講者間の議論を中心にセミナーを進めていく。
なお、本研修は、日本政府が世界銀行へ拠出した資金によって実施されている。

以上が FASIDが行う研修事業の概要であるが、その他に主な研修を行う団体とし
ては、アジア経済研究所や財団法人国際開発センター30が挙げられる。
なお、これら機関が行う研修の概要は以下のとおりである。

アジア経済研究所
①開発スクール
わが国の援助拡大に伴い経済協力に携わる人材育成が急務となっていることに鑑み、
開発途上国の開発問題全般に対処できる開発専門家を育成することを目的としている。
本課程は途上国開発業務に従事するにあたり必要な高度の専門能力及びその基礎とな
る豊かな学識を養うもので、2～3年の研修となっている。
なお、平成 13年度の募集状況は以下のとおり。
・募集人員：　10名前後
・応募資格：　応募者は、以下の条件を満たす必要がある。

・将来、開発・援助の分野に従事する意志を有する者
・４年制大学既卒者 (専攻分野指定なし)
・高度な英語能力（TOEFL570以上、TOEIC800以上、IELTS6.5以上、国
連英検 A級、英検準１級相当）を有する者

・日本国籍を有する者または日本の永住者
・年齢３５歳以下
・国内１年(昼間)の研修の後、開発スクールが推薦する海外の大学院で１年の
勉学が可能な者
・企業または団体等の機関（以下「企業等」という）に所属する者について
は、スクールにおける研修事項について当該企業等からの推薦または承認
のある者

②公開講座、セミナー、講演会
毎年幅広いテーマで、公開講座やセミナー、講演会等を開催している。
　なお、平成 13年度の主な公開講座、セミナーとして、「開発経済学入門」、「開
発援助とソーシャルキャピタル（社会関係資本）」、「住民、ＮＧＯ、行政間関係

                                                  
29 WBI = World Bank Institute：世界銀行研究所
30国際開発センター(IDCJ)は、日本初の開発・国際協力分野専門の総合的なシンクタンクとして 1971
年に創立。以来、国際協力の「質」の向上を目指して事業を展開している。
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―コロンビア・ボゴタの不法開発地区で学んだこと」、「中国のＷＴＯ加盟とわが国
産業への影響」、「インド経済・ＩＴセミナー」が挙げられる。

財団法人国際開発センターの研修コース31

①プロジェクト・マネジメント・コース
　開発コンサルタントを主な対象とし、開発の理論面と実践面を学び、国際的に通用
しうる実践的開発協力専門家の養成を目的としている。１年間５ユニットから構成さ
れているが、受講は通年でも、あるいはユニット単位、プログラム単位でも可能。
・第１ユニット　経済開発－開発学の基礎と国際協力　Ｉ
　開発援助に取り組む上で必要な経済学の基礎理論を修得する。プロジェクト
評価への応用も修得。
・夏季特設ユニット　夏季集中講座
　米国の大学で、特別集中英語研修を受講。あるいは国内で地域別の途上国開
発論講座を提供する。
・第２ユニット　社会開発・環境－開発学の基礎と国際協力　ＩＩ
　途上国開発において近年とみにその重要性が増している社会開発と環境保全
の現状と理論を取り上げる。
・第３ユニット　プロジェクトの形成と評価手法
　プロジェクト・サイクル・マネジメントの一般理論、プロジェクト評価のケ
ーススタディ、環境アセスメント手法、ＢＯＴ及び開発金融に関する講義を柱
とする。
・第４ユニット　開発計画・日本の開発援助
　日本の開発経験をベースに、開発計画立案から産業政策、さらには開発援助
のスキームまで多面的に修得する。
・現地語・現地事情コース
　特定発展途上国の経済社会事情の知識や、一般会話が可能となる程度の語学
を短期間で修得するコース。

②短期集中研修コース
主に途上国の経済開発に携わるコンサルタント等のための短期集中研修コース。

理論的なものからケース・スタディをベースとした実践的なものまで幅広く開講して
いる。
なお、平成 13年度開催のコースは次のとおり。
・ プロジェクト評価：事例ワークショップ
・ ゼミナール：開発プロジェクト（中級）
・ プロジェクト評価理論の応用と実務～経済分析
・ 社会・経済分析を中心として～入門・プロジェクト評価と事例【財務分析、経
済分析】
・ 参加型開発と官民パートナーシップ
・ 国際保健入門
・ インド産業セクターの現状と貿易政策の展開～WTO加盟のための政策課題
・ 南アジア地域研究概論

                                                  
31全ての研修コースは、原則有料となっている。
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・ 中央アジアを知る～キルギス、ウズベキスタンの事例から～
・ アフリカ経済の現状と開発：入門・アフリカ経済への接近方法
・ 中東経済の分析手法と現状
・ ゼミナール：国際経済学～開発と貿易の諸問題

・ 社会開発：教育と開発-途上国における教育の現状とその評価

（３）援助人材養成のあり方と提言
以上を踏まえ、今後、公的セクターの人材、コンサルタント、シンクタンク、公益

法人等の「民間セクター」の人材に対して、JICAとしてどのような研修機会を提供
すべきかについて検討してみたい。
ここでは、JICAが実施する研修の内、広く公的セクター、「民間セクター」の人材
の質の向上を図ることを目的とした技術協力専門家養成研修及び専門家派遣前研修に
特化して、そのあり方について検討していきたい32。

①技術協力専門家養成研修
第２章で明らかにした援助人材に必要な能力には、「分野専門能力」「適正技術・
適正知識選択能力」「援助関連知識」「地域関連知識」「コミュニケーション能力」
「マネージメント能力」の６つの能力がある。
その内、「分野専門能力」は、大学、大学院での基盤となる素養を身に付けた後、
それぞれの分野で適切な機関・組織において、適切な実務経験を積むことで身に付く
といえる。一方で専門能力を支えるそれ以外の５つの能力は、主に海外での援助関係
の実務経験や関連する研修を通じて身に付いていくものといえる。
そのため、現行の技術協力専門家養成研修については、主に「分野専門能力」を除
いた「適正技術・適正知識選択能力」、「援助関連知識」、「地域関連知識」、「コ
ミュニケーション能力」、「マネージメント能力」の修得を目的としたカリキュラム
にしていくことが望ましい。
なお、その際、前節で明らかにしたとおり、JICA以外の団体でも援助関係者を対象
とした研修が多く実施されていることから、これら研修と重複することがないように
研修カリキュラムを調整していくと同時に、今後の援助重点分野33や重点地域等を考
慮して、カリキュラムを調整すべきといえる。

　次に、受講者の選定については、公的セクターからの人材の場合、専門家の確保と
同様に、関係省庁や地方自治体、関連特殊法人に対する推薦依頼方式が想定される。
なお、その際、研修候補者の選定に当たっては、将来的に国際協力に携わることが期
待される人材を推薦するようこれら機関に協力を依頼する必要がある。
また、「民間セクター」の人材に対しては、基本的に公募式で応募者を募ることと
し、かつ対象となる「民間セクター」人材がビジネスとして国際協力に参加している
ことから、原則有料化の方向で検討すべきである。

                                                  
32 JICAの現行研修の内、ジュニア専門員制度、海外長期研修、国内長期研修等のあり方については、
後述の「3-4 JICAにおける援助人材の育成のあり方」で言及する。
33専門分野そのものについては、研修の対象外となるが、適正技術・適正知識選択能力については、
分野毎に手法が異なってくる。そのため、研修については、分野を定めておく必要がある。
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なお、「民間セクター」から JICAへの人材養成上の要望として、財政的支援を挙
げる所が多く見られたが、前節の 3-3-1で明らかにしたとおり、今後、「民間セクタ
ー」からの専門家の確保は、派遣元の経済的不利益を補填するという所属先補填ベー
スから、専門家派遣がビジネスとして成立できるよう技術費ベースに切り替えていく
ことにより解決できるといえる。

②派遣前集合研修
同研修は、派遣が内定した専門家を対象とするもので、最近の援助事情等を紹介す
るオリエンテーション的な研修と異文化理解やコミュニケーション能力向上等の専門
家としての能力を向上させる研修から構成されている。
オリエンテーション的な研修については、公的セクター、「民間セクター」からの
専門家にかかわらず受講させることが望ましいといえる。
また、専門家としての能力向上を目指す研修については、「民間セクター」から技
術費付専門家として確保する場合、JICAは完成された高い技術力を有する専門家をプ
ロポーザル方式を通じて確保することとなるため、これら専門家に対しては、基本的
には能力向上を目指す研修は不要といえる。
他方、省庁、地方自治体等からの推薦により確保がなされる公的セクターからの専
門家の場合は、援助関連に特化した形で業務を行っていないケースがほとんどである
ため、専門家として必要な全ての能力を十分に備えていないケースが想定される。そ
のため、公的セクターからの専門家に対しては、専門家に必要な能力を向上させる研
修の必要性は依然として高いといえる。
なお、政策アドバイザー型、援助調整型、計画立案評価型の専門家として派遣され
る場合には、PCMを中心としたマネージメント能力を高めるための研修に加え、地域
関連知識や援助関連知識を修得させる研修を行っていくことが望ましいといえる。

以上が公的セクター人材と援助のプロである「民間セクター」人材の養成のあり方
であるが、その他に 3-1-5で言及した新型援助人材の卵の内、主に「一般企業からの
人材」や「特殊法人と大学研究所の人材」、「国際機関職員」を対象として、援助動
向や各種研修情報、（可能な範囲で）援助関連の就職情報等を提供するセミナーを新
たに実施することが望ましいといえる。かかる情報を提供することでも、これら新型
援助人材の卵が「民間セクター」へスムーズに流れていくことに繋がっていくといえ
る。

また、大学が人材養成上 JICAに期待していることとして、「インターンシップ機
会と財政的支援の拡大」について多くの要望が出されていた。これについては、現行
の JICAのインターン制度の研修内容の充実化と規模の拡大化を図るとともに、大学
においては、JICAでのインターン経験の単位認定化を一層推進していく必要があると
いえる。
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　さらに、多くの大学から要望のあった「大学と JICAとの共同事業の拡大」につい
ては、現在開発パートナー事業34として一部の大学等と共同で事業が展開されている
が、今後は、同事業の実績を伸ばすとともに、大学のみならず、学部、学会などの単
位とも共同で実施できるような体制を整えることが望ましいといえる。そうすること
で、大学における人材養成の強化に繋がるばかりでなく、大学に蓄積された知識・技
術を JICA側で吸収することが可能となるといえる。
その他、「JICA専門家等の大学への講師派遣」や「JICA事業に関する情報提供」
についての要望が出されているが、本件については、JICA内で蓄積された知識・技術
をわが国全体の援助人材の質的向上に結びつけられることからも前向きに検討する必
要があるといえる。

                                                  
34国際協力事業にたずさわる我が国の NGO、地方自治体、大学などと JICAとが、互いの経験とノウ
ハウを活かしながら開発途上国の開発に寄与することを目指した事業として平成 11年度より開始。同
事業はこれら団体からプロジェクトの企画について提案を受け、その後、JICAでの審査を経て採択さ
れた後に、JICAと同団体との間で委託契約を締結し、プロジェクトを委託することとなる。
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3333----4444　　　　JJJJIIIICCCCAAAA ににににおおおおけけけけるるるる援援援援助助助助人人人人材材材材のののの育育育育成成成成ののののあああありりりり方方方方とととと提提提提言言言言
次に、公的セクターや「民間セクター」からの人材供給量が不足しており、将来的
にも不足が予想される分野に対して、JICA としてどのような対応を取るべきかについ
て検討してみたい。
なお、ここでは、研修に加え、実践経験の場を提供することで中長期的に能力の向
上を図っていくことを「育成」と呼び、短期的な研修の意味合いである「養成」とは
区別して使用している。

3333----4444----1111　　　　JJJJIIIICCCCAAAA ににににおおおおけけけけるるるる援援援援助助助助人人人人材材材材育育育育成成成成のののの基基基基本本本本方方方方針針針針
公的セクターや「民間セクター」からの人材供給が不足しており、将来的にも不足
が予想される分野に対して、JICAとしてどのように対処すべきであろうか。ここでは、
JICA を「専門家派遣株式会社」、途上国を「クライアント」と仮に設定して、民間の
世界ではどのような対応が取られるかについてまず見てみたい。

平成 13 年度において、「クライアント」から「専門家派遣株式会社」に対して、A
から D の４つの専門家要請（以下、案件とする）があったと仮定する。「専門家派遣
株式会社」は、それぞれの案件を適切にこなせる専門家を公的セクターや「民間セク
ター」からリクルートしてくることになる。その結果、仮に案件 D について、専門家
をリクルートできなかったケースを想定してみよう。
案件Ｄのような分野の要請が平成 13 年度限りで、平成 14 年度以降、かかる要請が

ないことが分かれば、「専門家派遣株式会社」は何の対応も取らないことが想定される。

しかしながら、案件 D のような分野の要請が今後も伸びると想定される場合には、
「専門家派遣株式会社」は、利益の拡大化の観点のみならず、クライアントからの信
頼を得ていくために、何らかの対応を取ると思われる。
では、どのような対応を取るかというと、一つには、「専門家派遣株式会社」が独自
に適切な人材を育てていく方策が考えられる。もう一つは、「民間セクター」（場合に
よっては、公的セクター）の人材の養成・確保を促していく方策が考えられる。これ
には、若手人材が参入しやすいような環境を整えた上で、「専門家派遣株式会社」がこ
れらセクターに対して需要が伸びるであろう案件の情報を提供することなどである程
度の目的を達成できるといえる。

以上が「専門家派遣株式会社」における不足分野の人材の確保のあり方であるとい
えるが、JICA においても、不足分野の人材については、同様の対応を取る必要がある
といえる。即ち、公的セクター、「民間セクター」からの人材供給が不足しており、将
来的にも不足が予想される分野については、JICA が独自に人材を育成していくか、ま
たは前節の3-3-1で言及したように若手人材が参入しやすいような環境を整えた上で、
「民間セクター」に対して需要が伸びるであろう案件の情報を提供することで、「民間
セクター」の人材の養成・確保を促す等の方策を取ることが考えられる。

具体的には、3-1-5で言及した援助人材の卵の内、育成に最も時間とコストを要す
る若手人材（国際協力関係大学院の卒業生、青年海外協力隊、JPO 等のボランティ
ア人材）に対しては、現行のジュニア専門員制度等を通じて、計画的に援助人材の育
成を図っていくと同時に、若手人材が参入しやすいような環境を整えた上で、「民間
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セクター」に対し中期的な援助人材の確保の見通しを提示し、同セクターでの援助人
材の養成・確保を促していく必要がある。
ただし、将来的に完全に「民間セクター」独自で十分な援助人材を育成できるよう
になれば、JICA がジュニア専門員制度等を通じて独自に援助人材を育成していく必
要性は薄らいでくるといえる。
　そのため、ジュニア専門員等の採用分野、採用規模の検討にあたっては、市場の人
材供給能力に十分に注視し検討していく必要があるといえる。

図 3-1：　不足分野の人材の確保のあり方

専門家派遣株式会社

（JICA）

クライアント

（被援助国）

公的セク
ター

民間セク
ター

　●専門家派遣株式会社（JICA）で人材を育てていく。

　●民間セクターの人材の養成・確保を促していく。

案件 D 分野の需要が今後も伸びると判断される場合、
「専門家派遣株式会社」（JICA）はどうするか？
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3333----4444----2222　　　　JJJJIIIICCCCAAAA 独独独独自自自自でででで育育育育成成成成すすすすべべべべきききき援援援援助助助助人人人人材材材材像像像像
次に JICAとして、如何なる専門家を独自に育成すべきかについて検討してみたい。
前節の 3-1-5 で明らかにしたように、今後大幅にニーズが増えることが予想される
新型援助人材については、現状では、「民間セクター」に十分な供給能力があるとは言
い難い。
そのため、JICA が援助人材の育成を行うに当たっては、需給バランスが逼迫してい

ることの他に、援助人材に必要な能力の全てにおいて卓越した人材であれば「従来型」
案件への対応も可能となることから、主に新型援助人材の育成を目指すべきといえる。

では、次に、新型援助人材に必要な能力を明らかにした上で、これら援助人材の育
成のあり方について検討していきたい。
援助人材に必要な能力には、「分野専門能力」「適正技術・適正知識選択（開発）能
力」「援助関連知識」「地域関連知識」「コミュニケーション能力」「マネージメント能
力」の６つがあることを明らかにしたが、ここでは、これら各能力を３段階にレベル
分けし、レーダーチャート図で各援助人材に必要な各能力レベルを見てみたい。

まず新型援助人材に最低限必要な能力レベルをレーダーチャート図で示してみる。
新型援助人材は、政策・制度支援等の知的支援や CDF、PRSP 等の援助調整を行うな
ど、高度な能力を必要とするため、全ての能力において最も高いレベルの能力を有し
ている必要があるといえる。かかる能力がレーダーチャートの中で最も高いレベルで
あるとした場合、新型援助人材のレーダーチャート図は次のとおりとなる。

図 3-1：　新型援助人材に最低限必要な能力レベルのレーダーチャート図

・分野専門能力：高高高高
　　・適正技術・適正知識選択能力：高高高高
　　・コミュニケーション能力：高高高高
　　・地域関連知識：高高高高
　　・援助関連知識：高高高高
　　・マネージメント能力：高高高高

　

次に新型援助人材との比較において、従来型の援助人材に必要な能力レベルを見て
みたい。
新型援助人材が政策・制度支援等の知的支援や CDF、PRSP 等の援助調整を行うの
に対して、従来型の援助人材は、主に直接カウンターパートに対して特定の技術の移
転を行うことになる。そのため、従来型援助人材には、技術移転の対象となる「分野

適正技術・適正
知識選択能力

コミュニケーシ
ョン能力

マネージ
メント能力

地域関連知識援助関連知識

分野専門能力
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専門能力」、「適正技術・適正知識選択能力」が高いレベルで必要となるといえる。
一方で、「援助関連知識」、「地域関連知識」、「コミュニケーション能力」、「マネージ

メント能力」については、新型援助人材との比較においては相対的に低くても業務の
遂行が可能といえる。なお、「コミュニケーション能力」が「援助関連知識」、「地域関
連知識」、「マネージメント能力」よりも高いレベルで必要となる理由としては、効果
的な技術移転を行うためには、如何なる専門家であっても一定レベルの「コミュニケ
ーション能力」が必要であるといえるからである。

図 3-2：　従来型援助人材に最低限必要な能力レベルのレーダーチャート図

　　・分野専門能力：高高高高
　　・適正技術・適正知識選択能力：高高高高
　　・コミュニケーション能力：中中中中
　　・地域関連知識：低低低低
　　・援助関連知識：低低低低
　　・マネージメント能力：低低低低

次に分野で見た場合、如何なる分野において JICA として独自に専門家を育成すべ
きかについて見てみたい。
前節の 3-1-3 では、新型援助人材の分野別の賦存状況を見ているが、ここでは、

保健・医療・人口、ガバナンス、教育、情報処理分野において特に新型援助人材が少
ないことが明らかになった。また、語学面では、英語との比較において、フランス語、
スペイン語の人材が少ないことも明らかになった。
しかしながら、これだけを持って、これら分野の人材が不足しているとは言い難く、
当然、需要面を見ていく必要があるといえる。第１章では、分野・課題のシェアの推
移につき簡単に述べるにとどまったが、今後、育成対象の分野を特定するに当たって
は、JICA が実施している国別援助実施計画のローリングプラン35等からある程度の需
要量を把握し、需給バランスが逼迫している分野を明らかにしていく必要があるとい
える。

                                                  
35 JICAにおいては国別に援助実施計画を策定しており、その中で援助課題毎に向こう５年間の投入計
画をローリングプランという形でまとめている。

分野専門能力

適正技術・適正
知識選択能力コミュニケーシ

ョン能力

マネージ
メント能力

地域関連知識援助関連知識
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3333----4444----3333 JJJJIIIICCCCAAAA ににににおおおおけけけけるるるる具具具具体体体体的的的的なななな援援援援助助助助人人人人材材材材育育育育成成成成ののののあああありりりり方方方方
（（（（１１１１）））） ジジジジュュュュニニニニアアアア専専専専門門門門員員員員制制制制度度度度をををを通通通通じじじじたたたた育育育育成成成成ののののあああありりりり方方方方とととと提提提提言言言言
①ジュニア専門員の応募資格のあり方
前節では、公的セクター、「民間セクター」からの人材供給が不足しており、将来
的にも不足することが予想される分野については、主にジュニア専門員制度を通じて、
新型援助人材の育成を目指すべきであることを明らかにした。
では、次にジュニア専門員の入口段階において、どのような能力を有している人材

を採用することが望ましいかについて検討してみたいと思う。

まず、第２章において明らかにしたとおり、途上国で信頼される人物として、「途
上国への適応性」、「社交性・協調性」、「積極性」の資質が必要であり、さらに、専門
家として、「観察力」、「分析力」、「構想力」、「論理性」の資質が必要といえる。
このことから、ジュニア専門員を採用するに当たっては、これらの資質を備えてい
る人材を採用していくことが望ましいといえる。これら資質の中でも「途上国への適
応性」を確認するためには、途上国で一定期間の援助業務の経験か業務経験を有して
いる必要があるといえる。そのため、ジュニア専門員の応募資格の一つとして、以下
のような経験を数年程度有していることとすることが望ましい。
ただし、以下の経験がない場合でも、応募する分野の国内外の大学院修了者で途上
国におけるフィールド調査等の経験を有している場合には、途上国への適応性を確認
できることもあり、ここでの応募資格を満たしているといえる。

●青年海外協力隊の経験
●JPO等の経験
●NGO等での国際協力経験（ただし、海外での協力経験のみ）
●その他 JICA関係業務経験（日系社会青年ボランティア等）
●途上国での勤務経験

　なお、募集時期については、若手人材が応募しやすいよう青年海外協力隊や JPO
等の人材の帰国のタイミングや国内外の大学院の修了時期に配慮したものとすべきで
ある。

次に、援助人材に求められる能力のうち、JICAが能力形成機会を提供できるもの、
できないものを明らかにしていきたい。その中で JICA で能力形成機会を提供できな
い能力については、当該能力を有していることをジュニア専門員の応募資格に加える
ことが望ましいといえる。

第２章において、明らかにした援助人材に求められる能力とその能力形成機会との
関係をまとめると次の表のとおりとなる。
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表：3-13　援助人材に求められる能力とその能力形成機会
援援援援助助助助人人人人材材材材にににに求求求求めめめめらららら
れれれれるるるる能能能能力力力力

能能能能力力力力形形形形成成成成機機機機会会会会（（（（◎◎◎◎：：：：主主主主、、、、○○○○：：：：従従従従）））） JJJJIIIICCCCAAAA ででででのののの右右右右能能能能力力力力形形形形成成成成機機機機
会会会会提提提提供供供供のののの可可可可否否否否

分野専門能力 ◎国内外での一般実務経験、○国内外の大学、大学院
での履修

一部○
一部×

適正技術・知識選
択（開発）能力

◎海外での援助実務経験 ○

コミュニケーショ
ン能力

◎海外の大学、大学院での履修、◎海外での一般実務
経験、◎海外での援助実務経験

○

マネージメント能
力

◎国内外での一般実務経験、◎国内外での援助実務経
験

○

地域関連知識 ◎国内外での大学、大学院での履修、◎海外での一般
実務経験、◎海外での援助実務経験

○

援助関連知識 ◎国内外での援助実務経験、○国内外の大学、大学院
での履修

○

ここから分かることは、分野専門能力の一部を除いては、援助人材に求められる能
力は、国内または海外での援助実務経験36を通じて身に付けることが可能であるとい
える。即ち分野専門能力の一部を除いては、JICA において能力形成機会を提供する
ことが可能であると考えられる。

では、次に如何なる分野において、JICA が分野専門能力に係る能力形成機会を提
供でき、如何なる分野において提供できないのかについて明らかにしていきたい。
まず、第２章で用いた能力形成過程の概念図に基づいて、（１）援助実務経験を通

じて分野専門能力を身に付けている分野の能力形成過程と、（２）援助以外の一般実
務経験37を通じて分野専門能力を身に付けている分野の能力形成過程を見てみたい。

援助実務経験を通じて分野専門能力を身に付けている分野については、分野専門能
力の形成とともにその他の能力も伸び、右上方向に比例的にベクトルが伸びる能力形
成過程を描くことができる。これを仮に「専門能力・均衡形成型」（以下、「均衡型」）
と呼ぶ。
次に援助以外の一般実務経験を通じて分野専門能力を身に付けている分野について
は、キャリア形成の初期段階で高い分野専門能力の形成に向けてベクトルが伸び、さ
らにある程度の時点で海外での実務経験を通じて右斜め上方向にベクトルが伸びる能
力形成過程を描くことができる。これを仮に「専門能力・先行形成型」（以下、「先行
型」）と呼ぶ。
以上の能力形成過程を図示したのが、次の図である。

                                                  
36 援助実務経験には、JICA等の援助機関での国内業務経験や海外の事務所における業務経験の他に、
専門家等での業務経験を含めることとする。
37 援助実務経験を除いた実務経験を一般実務経験と呼ぶ。
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図 3-3：　「均衡型」、「先行型」における能力形成過程モデル

その他能力（「援助関連知識」、
「地域関連知識」、
「コミュニケーション能力」、
「マネージメント能力」、「適正
技術・知識選択（開発）能力」

分野専門能力

５～１５年

５～１５年

その他能力（「援助関連知識」、
「地域関連知識」、
「コミュニケーション能力」、
「マネージメント能力」、「適正
技術・知識選択（開発）能力」

分野専門能力

５～１５年

１０～１５年

なお、以上の２つのモデルは、あくまでも能力形成過程の一モデルであり、当然こ
れら以外の能力形成過程は現時点においてもあり得るし、将来、若手人材の登用の機
会が増えることで、現在平均して「先行型」である分野が「均衡型」に移行してくる
ことは十分に考えられる。

次に今次調査研究で取り上げた 12 分野のうち、どの分野が前述の「均衡型」に該
当し、どの分野が「先行型」に該当するのか明らかにしていきたい。
第２章の調査結果に基づいて、12 分野について、それぞれの専門能力を形成する
ために望ましい学歴及び望ましい実務経験を明らかにしたのが以下の表である。この
中では、援助関係での実務経験を通じて専門能力を身に付けている分野を★印で表記
し、援助以外の一般実務経験を通じて専門能力を身に付けている分野を◎38または●
39印で表記している。

                                                  
38 ◎印は、「民間セクター」での実務経験を意味する。
39 ●印は、公的セクターでの実務経験を意味する。

「「「「均均均均衡衡衡衡型型型型」」」」能能能能力力力力
形形形形成成成成過過過過程程程程

「「「「先先先先行行行行型型型型」」」」能能能能力力力力
形形形形成成成成過過過過程程程程



107

その結果、★印がある分野が「均衡型」、◎または●印がある分野が「先行型」に
該当するといえる。

表 3-14：　12分野における望ましい経歴モデル
分分分分野野野野 望望望望ままままししししいいいい学学学学歴歴歴歴 望望望望ままままししししいいいい実実実実務務務務経経経経験験験験 能能能能力力力力形形形形成成成成パパパパタタタターーーーンンンン

開発計画・開発
行政

学部、修士：経済学（開発経済
学）、開発学＋行政学、国際関
係論、社会学、文化人類学、環
境問題、人口論、貧困問題等

★途上国政府、援助機関、国
際機関等の援助実務経験

均衡型

地域総合開発 学部→修士：土木工学・都市工
学→都市・地域計画、経済学→
都市・地域・計画、社会学→経
済学・都市・地域計画等の組合
せ

◎シンクタンク、コンサルタ
ント等での実務経験、●国土
交通省、地方自治体等の公的
セクターでの実務経験

先行型

市場経済化（経
済政策、財政・
金融政策、産業
政策）

学部：経済学、経営学、金融原
論
（修士：開発経済学、金融論）

◎金融機関、シンクタンク、
コンサルタント等での実務経
験＋国際金融機関での実務経
験、●経済財政諮問会議（旧
経済企画庁）、財務省、金融庁
等の公的セクターでの実務経
験（＋援助実務経験）

先行型

ガバナンス（法
制度整備、行
政・地方行政）

（１） 法整備分野
学部、修士：法律関係全般

（２） 行政分野
学部、修士：政治・行政学＋経
済学、社会学

（１）法整備分野
◎法曹界、学識者としての実
務経験（＋援助実務経験）
（２）行政分野
◎シンクタンク、研究所、コ
ンサルタント等での実務経験
（＋援助実務経験）、●中央官
庁、地方自治体等の公的セク
ターでの実務経験（＋援助実
務経験）

先行型

工業開発（中小
企業政策等）

学部→修士：工学系→経済系、
経済系→工学系

◎エンジニアリング系、メー
カ系企業での設備投資関連の
経験、生産管理、マーケティ
ング等の実務経験＋コンサル
タントでの実務経験、◎シン
クタンク、コンサルタント等
での実務経験、●公的セクタ
ー＋コンサルタントでの実務
経験

先行型

環境保全 学部、修士：環境関連の理工学
系＋環境経済、環境政策・環境
行政、環境評価、公害対策、環
境教育、環境倫理、社会環境、
環境関係法等

●環境省、地方自治体等での
公的セクターでの実務経験（＋
援助実務経験）、◎コンサルタ
ント等での実務経験（＋援助
実務経験）

先行型

情報技術 学部：数学、情報工学
（修士：経営工学、経営学、政

●旧郵政省、経済産業省等の
公的セクターでの実務経験、

先行型
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策科学） ◎情報通信、シンクタンク等
での実務経験

保健・医療・人
口

（１）医療分野
　医療分野の博士課程
（２）保健・衛生、人口分野
　学部、修士：保健・衛生、人口

（１）医療分野
●厚生労働省、国立医療セン
ター等の公的セクターでの実
務経験、
（２）保健・衛生、人口分野
★赤十字、JOICEFP等の NGO
での援助実務経験

（１）→先行型

（２）→均衡型

教育 学部、修士：教育学、その他教
育関連科目＋教育行政・政策、
開発経済

★援助機関、国際機関等の援
助実務経験、●文部科学省、
地方自治体等の公的セクター
での実務経験（＋援助実務経
験）

均衡型
先行型

貧困対策・村落
開発

学部、修士：社会開発、開発人
類学＋地域開発、経済開発、農
業開発等

★援助機関、国際機関、NGO
等の援助実務経験、◎コンサ
ルタント等での実務経験（＋
援助実務経験）

均衡型

農林水産 学部、修士：農林水産関連＋開
発理論、開発計画、農業経済、
調査・計画・政策の手法、農漁
村開発

●農水省、地方自治体等の公
的セクターでの実務経験（＋
援助実務経験）、◎コンサルタ
ント等での実務経験（＋援助
実務経験）

先行型

公共インフラ
（道路・港湾）

学部：土木工学、都市工学
（修士：経済系、都市・地域計
画、公共政策、環境政策等）

●国土交通省等の公的セクタ
ーでの実務経験（＋国際機関、
コンサルタント等での援助実
務経験）

先行型

ここから 12分野の中では、「開発計画・開発行政」、「保健医療・人口」の内の「保
健・衛生、人口」、「教育」、「貧困対策・村落開発」の４分野が「均衡型」に該当し、
その他の「地域総合開発」、「市場経済化」、「ガバナンス」、「工業開発」、「環境保全」、
「情報技術」、「保健医療・人口」の内の「医療」、「農林水産」、「公共インフラ」の９
分野が「先行型」に該当することになるといえる。

以上から「先行型」に該当する分野については、JICA が分野専門能力の形成機会
を提供することが困難といえるため、同分野においてジュニア専門員を採用する場合
には、当該分野の専門能力を備えていることを応募資格に加える必要がある。例えば、
分野によって必要な実務経験年数は異なるが、第２章で言及しているとおり５～10
年程度の関連実務経験があった方が望ましいといえる。ただし、「先行型」の分野で
ジュニア専門員の募集を行う際には、求められる実務経験年数において、「均衡型」
分野のジュニア専門員との間に差が生じてくるため、応募者に不満を抱かせないよう
な工夫40が必要となってくるといえる。

                                                  
40 必要となる実務経験年数に差が生じる理由を募集要項で明確にする等の工夫が想定される。
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なお、コミュニケーション能力については、これも第２章で言及しているとおり、
英語であれば英検１級程度のレベルがあることが望ましいといえる。そのため、これ
もジュニア専門員の応募資格に加える必要があるといえる。

図 3-4：　「先行型」、「均衡型」分野におけるジュニア専門員の応募資格

　

②ジュニア専門員に係る新制度の概要
　これまでは、所属先を有さない帰国専門家等に対して、次回の派遣までの間、海外
の援助現場での経験を国内の業務に活用することを主目的とする特別嘱託制度41が存
在したが、それ以外は、生計を維持しつつ、研修などによりキャリアアップを図る制
度が存在しなかった。そのため、ジュニア専門員経験者を始め優秀な人材が、海外か
ら帰国後、生計維持のために他の職業等に就き、開発分野でのキャリアアップの断念
を余儀なくされるケースが少なくなかった。
このように優秀な人材が経済的な理由からキャリア形成途上で流出するのを防ぎ、

かつ、国内において各種研修などを通じて引き続き育成を図るために、平成 13 年度
から新たにキャリアプログレス制度がスタートする計画となっている。
本制度は、現役ジュニア専門員及びジュニア専門員経験者の中から、本人の希望や

適性を確認した上で選抜を行い、これら人材に対して、主に JICA内の OJTの機会を
最長１年間提供する制度となっている。同制度を終了した後には、専門家や企画調査
員等での具体的な派遣を行い、さらに海外での実践経験を通じた育成を行うことにな
る。
さらに、現役のジュニア専門員に対しては、同様の選抜を行った上で、JICA 内で

の OJTに加え、JICA外での OJTや研修の機会を最長２年間提供する制度も同時にス
タートした。実質ジュニア専門員の委嘱期間の延長であり、いわゆるジュニア専門員

                                                  
41 特別嘱託制度は、専門家、プロジェクト調整員として海外派遣が予定され、かつ、専門分野及び語
学の能力の優れた者を赴任までの間、確保し、JICA業務の運営に係る助言・協力、技術研修等を行わ
せるもの。

適正技術・適正
知識選択能力

コミュニケーシ
ョン能力

マネージ
メント能力

地域関連知識
援助関連知識

分野専門能力

「先行型」分野における必
要最低限な応募資格

「均衡型」分野における必
要最低限な応募資格

適正技術・適正
知識選択能力

コミュニケーシ
ョン能力

マネージ
メント能力

地域関連知識

援助関連知識

分野専門能力
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フェーズ IIと呼ばれる。同制度を終了した後にも、具体的な派遣を行い、さらに海外
での実践経験を通じた育成を行うこととしている。

これら制度の違いをまとめると次のとおりとなる。
●キャリアプログレス制度では、主に JICA 内での OJT を行い、必要に応じて JICA
職員を対象とした研修、技術協力専門家養成研修等に参加させる。本制度は、原則と
して現役のジュニア専門員を含むジュニア専門員経験者を対象とし、委嘱期間は最長
１年となる。
●ジュニア専門員フェーズ II では、JICA 内での OJT と研修（外部での研修や OJT
を含む）をバランス良く実施していく。本制度は、原則として現役のジュニア専門員
を対象とし、委嘱期間は最長２年となる。

なお、キャリアプログレス制度、ジュニア専門員フェーズ IIにおいては、ジュニア
専門員経験者がキャリア形成の途上でキャリアアップを断念しないよう、彼らが独力
で安定的な生計を立てながら新型援助人材に成長できる段階まで育成する必要がある
といえる。そのため、育成に必要な期間は、分野や本人の能力、経験等によって異な
ってくるといえるが、現役のジュニア専門員の場合に想定される一般的な育成のパタ
ーンは、以下のとおりとなる。
ただし、ジュニア専門員が目指す新型援助人材については、幅広い専門性を身に付
けておく必要があることから、関連分野の修士以上を有していることが望ましいとい
える。そのため、キャリアプログレス制度等の研修にかえて、海外長期研修や国内長
期研修に参加し、能力向上を図っていくケースも考えられる。

●ジュニア専門員委嘱後５～６年で独り立ちするケース:
　　ジュニア専門員（３年）＋キャリアプログレス（１年）＋海外派遣（１～２年）
●ジュニア専門員委嘱後７～９年で独り立ちするケース:
　ジュニア専門員（３年）＋キャリアプログレス（１年）＋海外派遣（１～２年）
＋特別嘱託（１年）＋海外派遣（１～２年）
●ジュニア専門員委嘱後６～７年で独り立ちするケース:
　　ジュニア専門員（３年）＋フェーズ II（２年）＋海外派遣（１～２年）
●ジュニア専門員委嘱後８～１０年で独り立ちするケース:
　ジュニア専門員（３年）＋フェーズ II（２年）＋海外派遣（１～２年）＋特別嘱
託（１年）＋海外派遣（１～２年）
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図 3-5：　ジュニア専門員制度を通じた援助人材育成（概念図）

　

なお、現役のジュニア専門員からの選考に当っては、海外派遣中の例えば帰国前６
ヶ月目に本人から進路希望を聴取し、JICA 在外事務所、JICA 本部で評価を行った上
で、キャリアプログレス制度、またはジュニア専門員 IIへ進むべき人材を前広に選抜
しておく必要がある。こうすることで、優秀な人材のキャリア形成途上での流出を防
ぐことが可能となるといえる。

③ジュニア専門員制度における研修42のあり方
次にジュニア専門員制度及びキャリアプログレス制度における研修のあり方につい
て検討してみたい。
まず、援助実務経験を通じて分野専門能力を身に付けることができる「均衡型」の
分野において、前述の応募資格を満たす人材を採用した場合の研修のあり方について
見ていきたい。

                                                  
42 ここでの「研修」には、OJTや OFFJT等の各種研修に加え、海外での実践経験も含めることとす
る。
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ジュニア専門員制度においては、前述のとおり新型援助人材の養成を目指していく
ことになるが、そのためには高いレベルで「分野専門能力」、「適正技術・知識選択（開
発）能力」、「コミュニケーション能力」、「マネージメント能力」、「地域関連知識」、
「援助関連知識」を有していることが必要となってくる。そのため、ジュニア専門員
制度、キャリアプログレス制度においては、当然これら能力を身に付けさせる研修を
行っていく必要がある。
そこで、最初のジュニア専門員制度での国内研修及び専門家等での派遣（以下、海
外研修とする）の合計３年間を「ファーストステップ」、次のキャリアプログレス制
度（又はジュニア専門員フェーズ II）とそれに続く海外研修の合計２～４年間を「セ
カンドステップ」と呼んで、それぞれの研修のあり方について検討していくこととし
たい。

●「ファーストステップ」における国内、海外研修のあり方
ジュニア専門員として最初のステップとなる国内研修においては、本人の経験や能
力によっても異なってくるが、一般的には援助人材の基礎となる「援助関連知識」を
中心とした知識を身に付けさせることが望ましいといえる。
こうした観点から、「ファーストステップ」における国内研修のあり方を検討して
みると、JICA の各事業部における１年程度の OJT に加え、JICA 職員等を対象とし
た各種研修への参加や専門家派遣前研修等への参加を積極的に実施していくことが望
ましいといえる。

次に海外研修のあり方であるが、本研修においては、「援助関連知識」に加え、「地
域関連知識」や「コミュニケーション能力」を高めておくことが望ましいといえる。
派遣形態としては、企画調査員又はプロ技専門家での派遣が望ましいといえる。こ
れまで本研修においては、個別専門家として派遣される事例が多々あったが、ジュニ
ア専門員を対象としたアンケート結果43からも明らかなように「ファーストステップ」
においては、基本的には初めての本格的な技術協力経験となることもあり、JICA 事
務所長やプロジェクトリーダー等からの指導を直接受けられる環境におく必要がある
といえる。
また、仮に個別専門家での派遣を検討する必要がある場合には、直接指導を行うこ
とができる長期専門家等の元へ短期で派遣するか、国際協力専門員等とセットで派遣
する等の方策を検討することが望ましいといえる。

以上が「ファーストステップ」における研修のあり方であるが、「マネージメント
能力」の内、一般的なマネージメント能力については、以上の国内外の研修の中で高
い目的や目標意識を持って工夫を凝らしながら業務に取り込むことで徐々に身に付け
ていくことが可能といえる。他方、援助に特化したマネージメント能力については、
PCM等の研修を通じて身に付けておくことが望ましいといえる。

●「セカンドステップ」における国内、海外研修のあり方
次に「セカンドステップ」における研修のあり方について、検討していきたい。

                                                  
43 ジュニア専門員経験者を対象に、ジュニア専門員の課題を把握することを目的としたアンケートを
実施。詳細は、巻末資料を参照のこと。
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「セカンドステップ」においては、「ファーストステップ」で身に付けた土台の上
に、キャリアプログレス制度やジュニア専門員フェーズ IIを通じて、「分野専門能力」
や「適正技術・知識選択能力」を高めることに重点をおく必要があるといえる。

まず国内研修のあり方について検討してみたい。分野や本人の経歴によって異なっ
てくるが、第２章の能力形成過程でも明らかにしたとおり、例えば「開発計画・開発
行政」、「貧困対策・村落開発」分野については、JICA の各事業部における OJT や開
発コンサルタント等でのインターン経験44などが効果的だと思われる。また、FASID
やアジア経済研究所等の JICA外の研修への参加等も効果的といえる。
また、例えば「保健医療・人口」の内「保健・衛生、人口」分野や「教育」分野に
ついては、開発コンサルタントでのインターン経験に加え、中央官庁や地方自治体で
のインターン経験45も効果的であるといえる。さらに、研修としては、技術協力専門
家養成研修への参加やカウンターパート研修・集団研修等の研修46へオブザーバーと
して参加させることも効果的といえる。

次に「セカンドステップ」における海外研修のあり方であるが、より高度な能力を
必要とする企画調査員やプロ技専門家での派遣に加え、２度目の海外研修ということ
もあり、個別専門家での派遣も積極的に検討していく必要がある。なお、その際、専
門家は、受入国から見た場合、技術移転を行うプロフェッショナルとして位置付けら
れているため、本人の保有する能力レベルでも対応が可能な適切な 　　　　　
案件をオファーしていくよう配慮していく必要があるといえる。

以上が「ファーストステップ」、「セカンドステップ」における各種研修のあり方で
あるが、分野や本人の経験によっては、さらに「サードステップ」として、特別嘱託
制度とそれに続く海外派遣を提供する必要がある。その際、「サードステップ」の研
修内容は、「セカンドステップ」からレベルアップしたものとするよう配慮する必要
があるといえる。
次に「先行型」分野において、ジュニア専門員を採用した場合の各研修のあり方に
ついて検討してみたい。
この場合、最も育成に時間を要する「分野専門能力」を既に有していることから、
研修期間は、「均衡型」の分野と比較して短くなり、多くが「均衡型」分野の「ファ
ーストステップ」の研修程度で足りると考えられる。ただし、本人の経験等によって、
必要な研修の期間は異なってくるので、研修期間については、ケースバイケースで検
討していく必要があるといえる。
なお、「ファーストステップ」での研修内容については、「均衡型」分野における研
修と同様の内容が想定できるといえる。

以上のようにジュニア専門員制度及びキャリアプログレス制度における各種研修の

                                                  
44今次調査研究におけるコンサルタントへのインタビューにおいては、ジュニア専門員経験者のインタ
ーンとしての受け入れに前向きな姿勢がコンサルタント側から示されている。
45中央官庁や地方自治体でのインターンについては、過去に実績がないため、今後、積極的に開拓を行
っていく必要があるといえる。
46 開発途上国の中堅、上級技術者をわが国に受け入れ、各分野の技術研修、知識の習得あるいは再訓
練を行うもの。
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あり方を検討してみたが、具体的に研修をオファーするに当っては、「アドバイザー」
47の指導のもと、本人の意向を最大限尊重した形でカリキュラムを組むことが望まし
いといえる。こうすることで、研修効果を最大限にすることが可能となる。

　なお、ジュニア専門員を通じた援助人材の育成を図っていく場合には、一貫した育
成方針が当然必要となる。そのため、ジュニア専門員採用以降の面談・指導記録、本
人の要望等の記録をまとめた個人カルテを作成し、同カルテに基づいた適切かつ一貫
した指導・助言を行っていくことが望ましいといえる。

（（（（２２２２））））ジジジジュュュュニニニニアアアア専専専専門門門門員員員員制制制制度度度度以以以以外外外外ででででのののの育育育育成成成成ののののあああありりりり方方方方とととと提提提提言言言言
公的セクター、「民間セクター」からの人材供給が不足しており、将来的にも不足

が予想される分野については、基本的にはジュニア専門員制度を通じた新型援助人材
への育成を図っていくが、今後、新たに導入される予定のプログラム調整員48につい
ては、ジュニア専門員制度だけでは十分な数の人材を育成することが困難と思われる。
そのため、プロジェクト調整員、ボランティア調整員49等の案件のマネジメントを
行ってきた人材（あるいはこれから行う人材）に対しても、本人の意向を確認し、適
切な評価を行った上で、新型援助人材の一つに位置付けられるプログラム調整員を目
指した育成を図っていく必要があるといえる。
なお、海外への派遣については、ジュニア専門員と同様の考えにより、「ファース
トステップ」、「セカンドステップ」、「サードステップ」と段階的により高度な能力を
必要とする派遣計画に派遣し、実践経験を積ませることが望ましいといえる。
なお、理想のキャリアモデルとしては、「ファーストステップ」において、プロジ
ェクト調整員またはボランティア調整員で派遣した後、「セカンドステップ」におい

ては、JICA 事務所長からの指導を得られるという観点から企画調査員で派遣し、「サ
ードステップ」においては、より高い能力を必要とする企画調査員等で派遣すること
などが想定される。
　なお、ジュニア専門員を除く支援人材の育成を行っていく場合にも、ジュニア専門
員同様の個人カルテを作成し、同カルテに基づいた適切な指導・助言を行っていくこ
とが望ましいといえる。

                                                  
47 平成１２年度より、数名のジュニア専門員に対し、国際協力専門員を中心としたアドバイザーを配
置することとしている。アドバイザーは、ジュニア専門員の求めに応じて、技術面を中心とした指導・
助言を行うこととなる。
48 現行のプロジェクト調整員は、各プロジェクト方式技術協力のプロジェクトにおいて、その運営が
円滑に行われるような調整業務を行う。これに対して、プログラム調整員は、主に JICAの在外事務所
において、開発課題毎に設定した種々の援助形態から構成されるプログラムが円滑に運営されるよう
な調整業務を行うこととなる。即ち、本業務は、新型援助人材のうち、CDFや PRSPなどの、分野横
断的な開発枠組みや、セクタープログラムなどの枠組みの策定及び進捗管理を他の援助機関や途上国
側と調整しつつ実施する業務に該当する。
49 ボランティア調整員は、JICAの在外事務所において、協力隊員、シニア海外ボランティア等のボラ
ンティア事業に係る業務の調整を行う。
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図 3-6：　ジュニア専門員を除く支援人材の育成（概念図）
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3333----5555 JJJJIIIICCCCAAAA ににににおおおおけけけけるるるる援援援援助助助助人人人人材材材材のののの評評評評価価価価ののののあああありりりり方方方方とととと提提提提言言言言
前節の 3-2-1において明らかにしたとおり、民間企業が人材養成上 JICA に期待し

ていることとして、適正な評価を挙げる企業が数社あった。
専門家に対して適正な評価を実施することは、JICA においては、適正な選定や専

門家への効果的な指導に繋がる他、専門家においては、業務の改善努力や能力開発に
係る意欲の向上に繋がるといえる。即ち、適正な評価の実施は、国際的に通用する援
助人材の養成には効果的であるといえる。
次にかかる観点から援助人材の評価のあり方について検討してみたい。
なお、評価を適正に行っていくためには、専門家の業務内容と義務の明確化、及び
評価者である JICA の評価モニタリング体制の強化、評価能力の向上が前提条件とな
ることはいうまでもない。

3333----5555----1111　　　　公公公公的的的的セセセセククククタタタターーーー人人人人材材材材、、、、「「「「民民民民間間間間セセセセククククタタタターーーー」」」」人人人人材材材材にににに対対対対すすすするるるる評評評評価価価価ののののあああありりりり方方方方
現在、一般的に民間企業等で採用されている人事評価制度においては、成果の達成
度合いを評価する「業績評価」、業務や能力開発に向けての意欲・取り組み姿勢等を
評価する「情意評価」、保有している能力を評価する「能力評価」の３つの側面から
評価がなされている。
今後、「民間セクター」からの専門家は、成果管理を適切に実施していくために技
術費付きとしていくことを前節で説明したが、成果を適切に管理していくために、こ
れら専門家への評価については、「業績評価」を重視した制度を適用することが望ま
しいといえる。
また、公的セクターからの専門家に対しても、実質、成果を求めていくことになる
ため、「民間セクター」からの専門家同様、成果の達成度合いを重視する評価制度を
適用することが望ましいといえる。

3333----5555----2222　　　　JJJJIIIICCCCAAAA でででで育育育育成成成成すすすするるるる援援援援助助助助人人人人材材材材へへへへのののの評評評評価価価価ののののあああありりりり方方方方
JICA において独自に育成を行うジュニア専門員等の人材に対しては、これら人材
が成果を求めるプロフェッショナル人材ではなく、育成対象の人材であることから、
保有能力を評価する「能力評価」と業務や能力開発に向けての意欲・取り組み姿勢等
を評価する「情意評価」を重視した評価制度を適用することが望ましいといえる。但
し、これら評価は、適切な能力開発を促すための評価でもあるため、評価結果につい
ては必ず本人へフィードバックする必要があるといえる。

なお、現行の専門家に対しては、総合的な観点から評価を行う再活用適性度調査制
度が適用されているが、JICA で独自に育成する援助人材に対しては、現行の同制度
が抱える課題を解決した上で、新たな制度として適用することが望ましいといえる。
具体的には、人物評価になってしまう可能性を排除できないこと、一方的に評価が行
われているために本人が納得できない評価になる可能性があること、調査票の回収率
が低いため優秀な人材を把握できない可能性があること、帰国後２ヶ月程度で評価結
果が確定するため優秀な人材が評価の確定前に流出してしまう可能性があること、な
どが現状の課題として挙げられる。これらの改善策（案）を挙げると、以下のとおり
となる。
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表 3-15　現行再活用適性度調査制度の問題点と改善策
問題点 改善策

評価の客観性に疑問がある
　人物評価になってしまう可能性を排除できな
い。

●より明確な「基準」及び「ルール」を策
定し、周知徹底を図る。
●評価のベースと業務内容と業務目標の精
緻化を図る。

納得性に問題がある
　一方的に評価が行われているため、本人が納
得できない評価となる可能性がある。（再派遣
時にトラブルになる恐れがある。）

●評価時に、JICA 事務所長、本人との間
で面談を行うことを原則義務化する。

回収率に問題がある
調査票の回収率が低いため、問題のある者

を再派遣してしまったり、優秀な人材を把握で
きない可能性がある。

●評価対象者リストを関係在外事務所に送
付していく。

調査票の提出のタイミングが遅い
帰国後２ヶ月程度で評価結果が確定するた

め、優秀な人材が評価の確定前に流出してしま
う可能性がある。

●原則帰国前６ヶ月に自己申告書を提出さ
せ、帰国前に評価を行う（前広に優秀な人
材の特定を行い、次のステップの研修等を
オファーするため）。

参考：JICAで育成する援助人材の評価フロー（案）
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本本本本人人人人 在在在在外外外外事事事事務務務務所所所所 関関関関係係係係事事事事業業業業部部部部 派派派派遣遣遣遣支支支支援援援援部部部部 国国国国総総総総研研研研
（（（（アアアアドドドドババババイイイイザザザザーーーー））））

参考：JICAで育成する援助人材の評価のフロー（案）

受領

合議 調査確定

自己申告書

帰帰帰帰国国国国

調査実施

自己申告書

研修、再派遣等の検討

調査A又はB＋
の場合

育成面談

研修、再派遣等の決定

面談

情報蓄積

調査A又はB＋
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